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「旭川市介護保険 住宅改修の手引き」の改訂について

本市では、平成３１年４月に介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費について、

お問い合わせの多かった内容等をまとめた「旭川市介護保険 住宅改修の手引き」を

作成し、皆様の業務の参考としていただいてまいりました。

これまで特に改訂を行ってきませんでしたが、近年、申請書類の記入漏れや記載内

容の不備、更には、手引きに支給対象外と明記されている工事の申請が行われるとい

ったことが散見されていることもあり、この度、７年ぶりに手引きの改訂を行い、問

合せや指摘事項が多いポイントについて整理するとともに、新たに「旭川市介護保険

住宅改修 Ｑ＆Ａ（令和８年４月版）」を作成いたしました。

業務の参考に御覧いただき、適正かつ円滑に申請手続き等を進められるよう御協力

くださいますようお願い申し上げます。

１ 「旭川市介護保険 住宅改修の手引き」の改訂について 別紙１

２ 手引き及びＱ＆Ａについて

旭川市ホームページに掲載していますので、下記ＵＲＬから御覧ください。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/160/163/d053270.html#4
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